
兵庫県洲本市のふるさと納税に係る指定基準違反に係る対応について

○ 洲本市は、令和３年10月１日から令和４年２月24日までの間に12,651件、1,864,735,000円の寄附金を受領し、そ

の返礼品として寄附金の額の３割を超過する額面の「洲本温泉利用券」等を提供していた。

○ 洲本市は、旅館における「洲本温泉利用券」の利用枚数に応じて「寄附者に送る地元産品代（施設利用券）」及

び「魅力発信事業協力事務費」を支出しており、これらを合算した額が返礼品の調達に要する費用と認められる。

○ 返礼品として提供されていた「洲本温泉利用券」の額面金額に加え、「寄附者に送る地元産品代（施設利用券）」

及び「魅力発信事業協力事務費」の合算額が寄附金の額の３割を超過しており、洲本市は、法第37条の２第２項

第１号及び第314条の７第２項第１号に掲げる基準に適合する団体ではなくなったと認められる。

令和４年４月

１．調査の結果明らかになった事実等

○ 地方税法第37条の２第６項及び第314条の７第６項の規定に基づき、洲本市の指定を取り消す。

※ 高知県奈半利町（令和２年７月に取消し）、宮崎県都農町（令和４年１月に取消し）に続き、全国で３例目。

※ 取消しの結果、地方税法の規定により、洲本市は指定を取り消されてから２年間、指定を受けることができない。

２．対 応

３．今後のスケジュール

指定取消し通知発出、報道発表

指定取消しの効力発効 ＜５月１日（日）＞
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